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共同住宅等建築等に伴う、ごみ収集に関わる手引き 

 

                                     （問合せ）  西尾市環境部ごみ減量課 

                                             電話 0563-65-3883 

 

☆入居者の方へ、下記内容を必ず案内してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

可 燃 ２０戸以上 

不 燃 ５０戸以上 

資 源 １町内会に１つ 

新たに ごみステーションを設置する場合 

 ➡ 共同住宅  ➡ 専用ステーションの新規設置 P.２ 

 ➡ 宅地造成（２戸以上）  ➡ 町内会ステーションの新規設置 P.３ 

   

新たに ごみステーションを設置しない場合 

 ➡ 共同住宅 
 ➡ 既設の町内会ステーションへごみ出し P.４ 

 ➡ 宅地造成（２戸以上） 

   

記入例 

 【ごみステーション事前協議報告書】 ・ 【ごみステーション新設等の申請書】 
P.５ 

 ☛ ごみの分け方・出し方  

…西尾市の分別方法を案内してください。 

① 「ごみの分け方・出し方ガイドブック」 

② 地区別「ごみカレンダー」 

※ ①と②は、ごみ減量課（西尾市クリーンセンター管理棟内）、各支所及び本庁市民課にあります。 

③ 西尾市ホームページ 

④ ごみ分別アプリ「さんあ～る」 

 

 ☛ ごみステーションの場所  

…ごみの種類によって出す場所が決まっています。 

町内会と協議した各種類のごみステーションの場所を案内してください。 
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～提出物～ 

１ ごみステーション事前協議報告書 

２ ごみステーション新設等の申請書（共同住宅等） 

 

～手順～ 

 設置基準等の確認  

   必ず、【ごみステーション設置要綱】を確認してください。 

    ※Ｐ.１記載のごみステーション設置基準を満たさないが、町内会との協議で専用 

     ステーションの設置が必要となった場合に設置可。 

 

 事前協議  

   ごみステーションの利用に関して、町内会と協議の上、承諾をもらって【ごみステーション 

   事前協議報告書】を作成してください。 

 

【ごみステーション事前協議報告書】 ・ 【ごみステーション新設等の申請書】の提出  

   ・ごみステーションの工事着手前に、図面を添付のうえ提出してください。収集可能か 

    どうか確認します。 

   ・専用ステーションには、管理する事業者名・連絡先を表示してください。 

    ※ごみ減量課へ「西尾市建築開発指導要綱に伴う事前協議持回り」が必要な場合、 

     事前に【ごみステーション事前協議報告書】の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 収集開始２週間前までに  

   ごみ収集の実施開始日をごみ減量課へ報告してください。 

 

 収集を開始します  

   専用ステーションは事業者で管理してください。 

    常に専用ステーション及びその周辺の清潔を保持すること。 

（西尾市ごみステーション設置要綱第 10 条） 

    ※事業者（管理会社）の変更があった場合、【専用ステーション事業者変更届】を提出 

     してください。 

  

共同住宅専用ステーションを新たに設置する場合 

ごみステーションの大きさやボックスに指定はありません。 

ただし、入居戸数分のごみが十分に入る容量を確保してください。 

不法投棄やごみがあふれるなどのトラブルの際は速やかに対応してください。 
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～提出物～ 

１ ごみステーション事前協議報告書 

２ ごみステーション新設等の申請書（町内会） 

 

～手順～ 

 設置基準等の確認  

   必ず、【ごみステーション設置要綱】を確認してください。 

    ※Ｐ.１記載のごみステーション設置基準を満たさないが、町内会との協議でステー 

     ションの設置が必要となった場合に設置可。 

 

 事前協議  

   ・ごみステーションの利用に関して、町内会と協議の上、承諾をもらって【ごみステーシ

ョン事前協議報告書】を作成してください。 

   ・既設の町内会ステーションの利用が不可の場合（計画戸数分のごみが入る容量がない

等）、開発区域内にごみステーションを設置していただくことになります。 

    ※ただし、分譲住宅専用ステーションではなく、町内会のステーションになるため、 

     町内会に【ごみステーション新設等の申請書（町内会）】の提出を依頼してください。 

 

 【ごみステーション事前協議報告書】 ・ 【ごみステーション新設等の申請書（町内会）】の提出  

   ごみステーションの工事着手前に、図面を添付のうえ提出してください。収集可能か 

   どうか確認します。 

    ※ごみ減量課へ「西尾市建築開発指導要綱に伴う事前協議持回り」が必要な場合、 

     事前に【ごみステーション事前協議報告書】の提出が必要です。 

 

 

 

 

 収集開始２週間前までに  

   ごみ収集の実施開始日をごみ減量課へ報告してください。 

 

 収集を開始します  

   新設したステーションは町内会で管理していただくことになります。そのため、分譲住宅 

   入居者の町内会の加入や管理方法について、しっかりと町内会と協議してください。 

  

宅地造成（２戸以上）を行い、ごみステーションを新たに設置する場合 

ごみステーションの大きさやボックスに指定はありません。 

ただし、町内会と十分に協議し、必要な容量を確保してください。 
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～提出物～ 

１ ごみステーション事前協議報告書 

 

～手順～ 

 事前協議  

   ごみステーションの利用に関して、町内会と協議の上、承諾をもらって【ごみステーショ 

   ン事前協議報告書】を作成してください。 

 

 【ごみステーション事前協議報告書】の提出  

   ※ごみ減量課へ「西尾市建築開発指導要綱に伴う事前協議持回り」が必要な場合、事前に

【ごみステーション事前協議報告書】の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～提出物～ 

１ ごみステーション事前協議報告書 

 

～手順～ 

 事前協議  

   ・ごみステーションの利用に関して、町内会と協議の上、承諾をもらって【ごみステーシ

ョン事前協議報告書】を作成してください。 

 

 【ごみステーション事前協議報告書】の提出  

   ※ごみ減量課へ「西尾市建築開発指導要綱に伴う事前協議持回り」が必要な場合、事前に

【ごみステーション事前協議報告書】の提出が必要です。 

 

 

  

宅地造成（２戸以上）を行い、ステーションを新たに設置しない場合 

共同住宅専用ステーションを設置しない場合 
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様式第１号（第３条関係） 

 

ごみステーション事前

協議報告書 

  年  月  日 

（宛先）西尾市長 

申

出者  所在地・住所                   

 

名称・代名                   

      

  電 話 番 号                   

町

内会  町 内 会 名                   

      

   氏 名                   

          （ □

町 内 会 長 □衛 生 委 員 ） 

 

  西尾市ごみステーション設

置要綱第３条の規定に基づ

き、下記のとおり報告しま

す。 

 

記 

 

１．建築物件情報 

建築物件の所

在地 

 

入 居 戸 数           

戸 

入 居 予 定 日   

年  

月   

日 

 

申出者は、建築開発の 

施工主（地主）を、 

ご記入ください。 

アパート（専用ごみステーション）の 

管理会社名を記入してください。 

 

当該専用ステーションに関わる 

苦情などは、こちらに記載の 

事業者が対応することになります。 


